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(54)【発明の名称】 画像の輝度及びコントラストを自動調整するためのシステム及び方法

(57)【要約】
【課題】  画像の輝度及びコントラストを強調させるよ
うなフィルタ処理技法を提供する。
【解決手段】  画像（例えば、超音波画像）においてコ
ントラスト及び輝度を調整するためのシステム及び方法
である。コントラスト及び輝度は、全体にわたる画素強
度データを処理してヒストグラムを表す１組のデータを
形成させることによって調整している。次いで、ヒスト
グラム・データのある種の特性の関数として画素強度値
をフィルタ処理するようなアルゴリズムを利用する。こ
のアルゴリズムは、超音波画像内の近距離音場領域に悪
影響を与えずにコントラスト及び輝度を強調するように
設計している。このフィルタ処理演算は専用のプロセッ
サまたは高速の汎用コンピュータによって実行させるこ
とができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  音響データを収集するためのデータ収集
システムと、各画像フレームごとに音響データを１組の
画素強度値に変換するための画像処理装置と、画像フレ
ームを表示するための表示モニタと、コンピュータであ
って、
（ａ）前記画像処理装置によって生成させた１組の画素
強度値からヒストグラム・データを計算するステップで
あって、該ヒストグラム・データはその各々が１つの異
なる画素強度値または１つの異なる画素強度値範囲のい
ずれかを含む部分集合である画素強度値からなる非重複
の部分集合を包含するように規定されるそれぞれのビン
に属して画素強度値を有する画素の数を表しているカウ
ントを含んでいるような計算ステップと、
（ｂ）画素強度値の総カウントの所定の一部分を含むよ
うな範囲である画素強度値が最小の第１の範囲に画素強
度値を有するビンにおいて画素強度値を低下させるステ
ップであって、前記第１の範囲における画素強度値の該
低下は前記第１の範囲内の各画素強度値に１未満であり
かつゼロを超えているような乗算因数を掛け算すること
によって実現しているような低下ステップと、を実行す
るようにプログラムされたコンピュータと、を備えてい
るイメージング・システムであって、
前記表示モニタは、少なくともステップ（ａ）及び
（ｂ）を含むような処理によって導出した画素強度値に
基づいて画像フレームを表示している、イメージング・
システム。
【請求項２】  前記コンピュータはさらに、
（ｃ）画素強度値が最大の少なくとも第３の範囲を除く
第２の画素強度値範囲内に画素強度値を有するビンにお
いて画素強度値を低下させるステップであって、前記第
１～第３の範囲は重複がなく、前記第２の範囲における
画素強度値の該低下は前記第２の範囲内の各画素強度値
を対数フィルタ処理することによって実現しているよう
な低下ステップを実行するようにプログラムされている
と共に、
前記表示モニタは、少なくともステップ（ａ）～（ｃ）
を含むような処理によって導出した画素強度値に基づい
て画像フレームを表示している、請求項１に記載のシス
テム。
【請求項３】  前記ステップ（ｃ）はさらに、
その値未満及び該値を含む画素強度値のカウントが総カ
ウントの所定の一部分であるような境界を画定している
除算因数画素強度値を決定するステップと、
前記除算因数画素強度値を前記対数フィルタ処理の際の
除算因数として使用するステップと、を含む、請求項２
に記載のシステム。
【請求項４】  前記所定の一部分が約２／３に等しい、
請求項３に記載のシステム。
【請求項５】  前記コンピュータはさらに、
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（ｄ）画素強度値が大きくなる順で、連続したビンにお
いて各ビンをテストし、テストしているビンが所定のし
きい値に等しいか該値を超えるカウントを有するか否か
を判定するステップと、
（ｅ）ビンが所定のしきい値に等しいか該値を超えるカ
ウントを有する場合に、該所定のしきい値に等しいカウ
ントを有する輝度強調画素強度値を特定するステップ
と、
（ｆ）少なくとも前記第２及び第３の範囲内において各
画素強度値の値を前記輝度強調画素強度値だけ変化させ
るステップと、を実行するようにプログラムされてい
る、請求項２に記載のシステム。
【請求項６】  前記コンピュータはさらに、前記ヒスト
グラムの歪度状態を、前記ステップ（ｆ）で実施する変
化の符号が該歪度状態に依存するように決定するように
プログラムされている、請求項５に記載のシステム。
【請求項７】  音響データを収集するためのデータ収集
システムと、音響データを１つの画像に関する第１組の
画素強度値に変換するための画像処理装置と、該画像を
表示するための表示モニタと、コンピュータであって、
（ａ）第１のアルゴリズムに従って前記第１組の画素強
度値を処理することによって、第２組の画素強度値が得
られるように、表示させる画像のコントラストを強調す
るステップと、
（ｂ）前記第１のアルゴリズムと異なる第２のアルゴリ
ズムに従って前記第２組の画素強度値を処理することに
よって、第３組の画素強度値が得られるように、表示さ
せる画像の輝度を強調するステップと、
（ｃ）前記第３組の画素強度値にマッピングを適用する
ことによって、第４組の画素強度値が得られるように、
表示させる画像のコントラストをさらに強調するステッ
プであって、該マッピングは前記第１及び第２のアルゴ
リズムと異なる第３のアルゴリズムに従って、前記第３
組の画素強度値のうち表示させる画像の関心領域に対応
した部分集合を処理することによって導出しているよう
な強調ステップと、
（ｄ）前記第４組の画素強度値の関数として前記表示モ
ニタ上に画像を表示するステップと、を実行するように
プログラムされたコンピュータと、を備えるイメージン
グ・システム。
【請求項８】  前記ステップ（ａ）は前記第１組の画素
強度値に対するヒストグラムを作成するステップを含
む、請求項７に記載のシステム。
【請求項９】  前記ステップ（ｂ）は前記ヒストグラム
の歪度状態を決定するステップを含む、請求項８に記載
のシステム。
【請求項１０】  前記ステップ（ｃ）は前記第３組の画
素強度値に対するヒストグラムを作成するステップを含
む、請求項８に記載のシステム。
【請求項１１】  前記ステップ（ａ）は、



(3) 特開２００３－３２５５１８

10

20

30

40

50

3
前記第１組の画素強度値からヒストグラム・データを計
算するステップであって、該ヒストグラム・データはそ
の各々が１つの異なる画素強度値または１つの異なる画
素強度値範囲のいずれかを含む部分集合である画素強度
値からなる非重複の部分集合を包含するように規定され
るそれぞれのビンに属して画素強度値を有する画素の数
を表しているカウントを含んでいるような計算ステップ
と、
画素強度値の総カウントの所定の一部分を含むような範
囲である画素強度値が最小の第１の範囲に画素強度値を
有するビンにおいて画素強度値を低下させるステップで
あって、前記第１の範囲における画素強度値の該低下は
前記第１の範囲内の各画素強度値に１未満でありかつゼ
ロを超えているような乗算因数を掛け算することによっ
て実現しているような低下ステップと、を含む、請求項
７に記載のシステム。
【請求項１２】  前記ステップ（ａ）はさらに、画素強
度値が最大の少なくとも第３の範囲を除く第２の画素強
度値範囲内に画素強度値を有するビンにおいて画素強度
値を低下させるステップであって、前記第１～第３の範
囲は重複がなく、前記第２の範囲は画素強度値の総カウ
ントの所定の一部分を含み、前記第２の範囲における画
素強度値の該低下は前記第２の範囲内の各画素強度値を
対数フィルタ処理することによって実現しているような
低下ステップを含む、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】  前記所定の一部分が約１／３に等し
い、請求項１、１１または１２のいずれかに記載のシス
テム。
【請求項１４】  前記ステップ（ａ）はさらに、
その値未満及び該値を含む画素強度値のカウントが総カ
ウントの所定の一部分であるような境界を画定している
除算因数画素強度値を決定するステップと、
前記除算因数画素強度値を前記対数フィルタ処理の際の
除算因数として使用するステップと、を含む、請求項１
２に記載のシステム。
【請求項１５】  音響データを収集するためのデータ収
集システムと、音響データを１つの画像に関する第１組
の画素強度値に変換するための画像処理装置と、該画像
を表示するための表示モニタと、コンピュータであっ
て、
（ａ）前記第１組の画素強度値にマッピングを適用する
ことによって、第２組の画素強度値が得られるように、
表示させる画像のコントラストを強調するステップであ
って、該マッピングは第１のアルゴリズムに従って、前
記第１組の画素強度値のうち表示させる画像の関心領域
に対応した部分集合を処理することによって導出してい
るような強調ステップと、
（ｂ）前記第１のアルゴリズムと異なる第２のアルゴリ
ズムに従って前記第２組の画素強度値を処理することに
よって、第３組の画素強度値が得られるように、表示さ
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せる画像のコントラストをさらに強調するステップと、
（ｃ）前記第１及び第２のアルゴリズムと異なる第３の
アルゴリズムに従って前記第３組の画素強度値を処理す
ることによって、第４組の画素強度値が得られるよう
に、表示させる画像の輝度を強調するステップと、
（ｄ）前記第４組の画素強度値の関数として前記表示モ
ニタ上に画像を表示するステップと、を実行するように
プログラムされたコンピュータと、を備えるイメージン
グ・システム。
【請求項１６】  前記ステップ（ｂ）は、
前記第２組の画素強度値からヒストグラム・データを計
算するステップであって、該ヒストグラム・データはそ
の各々が１つの異なる画素強度値または１つの異なる画
素強度値範囲のいずれかを含む部分集合である画素強度
値からなる非重複の部分集合を包含するように規定され
るそれぞれのビンに属して画素強度値を有する画素の数
を表しているカウントを含んでいるような計算ステップ
と、
画素強度値の総カウントの所定の一部分を含むような範
囲である画素強度値が最小の第１の範囲に画素強度値を
有するビンにおいて画素強度値を低下させるステップで
あって、前記第１の範囲における画素強度値の該低下は
前記第１の範囲内の各画素強度値に１未満でありかつゼ
ロを超えているような乗算因数を掛け算することによっ
て実現しているような低下ステップと、を含む、請求項
１５に記載のシステム。
【請求項１７】  前記ステップ（ｂ）はさらに、画素強
度値が最大の少なくとも第３の範囲を除く第２の画素強
度値範囲内に画素強度値を有するビンにおいて画素強度
値を低下させるステップであって、前記第１～第３の範
囲は重複がなく、前記第２の範囲は画素強度値の総カウ
ントの所定の一部分を含み、前記第２の範囲における画
素強度値の該低下は前記第２の範囲内の各画素強度値を
対数フィルタ処理することによって実現しているような
低下ステップを含む、請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】  前記ステップ（ｂ）はさらに、
その値未満及び該値を含む画素強度値のカウントが総カ
ウントの所定の一部分であるような境界を画定している
除算因数画素強度値を決定するステップと、
前記除算因数画素強度値を前記対数フィルタ処理の際の
除算因数として使用するステップと、を含む、請求項１
７に記載のシステム。
【請求項１９】  画像の品質を改良させる方法であっ
て、
（ａ）１つの画像フレームを表す１組の画素強度値から
ヒストグラム・データを計算するステップであって、該
ヒストグラム・データはその各々が１つの異なる画素強
度値または１つの異なる画素強度値範囲のいずれかを含
む部分集合である画素強度値からなる非重複の部分集合
を包含するように規定されるそれぞれのビンに属して画
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5
素強度値を有する画素の数を表しているカウントを含ん
でいるような計算ステップと、
（ｂ）画素強度値の総カウントの所定の一部分を含むよ
うな範囲である画素強度値が最小の第１の範囲に画素強
度値を有するビンにおいて画素強度値を低下させるステ
ップであって、前記第１の範囲における画素強度値の該
低下は前記第１の範囲内の各画素強度値に１未満であり
かつゼロを超えているような乗算因数を掛け算すること
によって実現しているような低下ステップと、
少なくともステップ（ａ）及び（ｂ）を含むような処理
によって導出した画素強度値に基づいて画像フレームを
表示するステップと、を含む方法。
【請求項２０】（ｄ）画素強度値が最大の少なくとも第
３の範囲を除く第２の画素強度値範囲内に画素強度値を
有するビンにおいて画素強度値を低下させるステップで
あって、前記第１～第３の範囲は重複がなく、前記第２
の範囲における画素強度値の該低下は前記第２の範囲内
の各画素強度値を対数フィルタ処理することによって実
現しているような低下ステップ、をさらに含むと共に、
ステップ（ｃ）で表示させる前記画像フレームは少なく
ともステップ（ａ）、（ｂ）及び（ｄ）を含む処理によ
って導出される画素強度値に基づいている、請求項１９
に記載の方法。
【請求項２１】  前記ステップ（ｄ）は、
その値未満及び該値を含む画素強度値のカウントが総カ
ウントの所定の一部分であるような境界を画定している
除算因数画素強度値を決定するステップと、
前記除算因数画素強度値を前記対数フィルタ処理の際の
除算因数として使用するステップと、をさらに含む、請
求項２０に記載の方法。
【請求項２２】  前記所定の一部分が約２／３に等し
い、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】  前記所定の一部分が約１／３に等し
い、請求項１９に記載の方法。
【請求項２４】（ｅ）画素強度値が大きくなる順で、連
続したビンにおいて各ビンをテストし、テストしている
ビンが所定のしきい値に等しいか該値を超えるカウント
を有するか否かを判定するステップと、
（ｆ）ビンが所定のしきい値に等しいか該値を超えるカ
ウントを有する場合に、該所定のしきい値に等しいカウ
ントを有する輝度強調画素強度値を特定するステップ
と、
（ｇ）少なくとも前記第２及び第３の範囲内において各
画素強度値の値を前記輝度強調画素強度値だけ変化させ
るステップと、をさらに含む請求項２０に記載の方法。
【請求項２５】  前記ヒストグラムの歪度状態を、前記
ステップ（ｇ）で実施する変化の符号が該歪度状態に依
存するように決定するステップをさらに含む請求項２４
に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、全般的には医学的
診断を目的とするイメージングに関する。詳細には、本
発明は、人体内の走査した関心領域から反射される超音
波エコーを検出することによって組織及び血流を画像化
するための方法に関する。
【０００２】
【発明の背景】従来の超音波スキャナは様々な撮像モー
ドで動作することが可能である。Ｂモードでは、各表示
画素の輝度が走査領域内のそれぞれの集束位置から反射
されたエコー信号を表しているそれぞれの音響データ・
サンプルの値または振幅から導出されるような２次元画
像を作成することができる。
【０００３】Ｂモード・イメージングでは、走査面内の
それぞれの集束位置に集束させたビームが送信されるよ
うに超音波トランスジューサ・アレイを作動させる。各
送信発射の後、トランスジューサ・アレイ素子によって
検出したエコー信号は受信ビーム形成器のそれぞれの受
信チャンネルに供給しており、この受信ビーム形成器は
アナログ信号をディジタル信号に変換し、適正な受信集
束時間遅延を与え、かつこの時間遅延させたディジタル
信号を合算する。各送信発射ごとに、未処理音響データ
・サンプルからなる合成ベクトルは、受信ビーム方向に
沿って相次ぐ範囲から反射される全超音波エネルギーを
表している。別法として、マルチライン収集では、各送
信発射に続いて２本以上の受信ビームを収集することが
できる。
【０００４】従来のＢモード・イメージングでは、未処
理音響データ・サンプルの各ベクトルについて包絡線検
出し、得られた音響データを（例えば、対数圧縮曲線を
用いて）圧縮する。この圧縮音響データは走査変換装置
に出力しており、走査変換装置は音響データ形式から、
横列画素及び縦列画素からなる従来式アレイを有するモ
ニタ上への表示に適したビデオ・データ形式に変換して
いる。このビデオ・データをここでは「未処理画素強度
値」と呼ぶ。未処理画素強度データのフレームはビデオ
表示のためにグレイスケールにマッピングする。次い
で、各グレイスケール画像フレーム（以下において、
「グレイスケール画素強度値」と呼ぶ）をビデオ・モニ
タに送り表示させる。１対１のグレイスケール・マッピ
ングが有効である場合では、未処理画素強度値とグレイ
スケール画素強度値は全く同じものとなる。
【０００５】超音波イメージングでは、輝度及びコント
ラストに関する設定値が正しくないことを含む多くの理
由のため、判読のために提示する画像の診断画質が低下
することがある。輝度及びコントラストに関する利用可
能な調整方法を用いて画像を改良しようとすると、近距
離音場領域に対応する画素強度値も同様に増加するとい
う望ましくない影響が生じる。近距離音場領域は本来的
に高輝度であるため、一般に所望の結果が得られない。
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7
近距離音場領域で画像に悪影響を及ぼさずに画像の輝度
及びコントラストを強調させるようなフィルタ処理技法
に対する必要性が存在する。
【０００６】
【課題を解決するための手段】本発明は、コントラスト
強調によって画像（例えば、超音波画像）を改良するこ
とを目的とする。本願で特許請求する発明は超音波イメ
ージング・システムへの応用に限定しない。
【０００７】本発明の実施の一形態は、超音波画像にお
いてコントラストを調整するための一方法である。別の
実施形態では、コントラストと輝度の両方を調整してい
る。このコントラスト及び輝度は、全体にわたる画素強
度データを処理してヒストグラムを表す１組のデータを
形成させることによって調整している。次いで、ヒスト
グラム・データのある種の特性の関数として画素強度値
をフィルタ処理するようなアルゴリズムを利用する。こ
のアルゴリズムは、超音波画像内の近距離音場領域に悪
影響を与えずにコントラスト及び輝度を強調するように
設計している。このアルゴリズムを実現させる処理のこ
とを本明細書において全般的に「フィルタ処理（ｆｉｌ
ｔｅｒｉｎｇ）」と呼ぶことにする。このフィルタ処理
演算は専用のプロセッサによるかまたは高速の汎用コン
ピュータによって実行させることができる。
【０００８】本発明の別の実施形態は、超音波画像にお
いてコントラスト（さらに任意選択では、輝度）を強調
するためのシステムを含む。本システムは上述のアルゴ
リズムに従って画素強度値をフィルタ処理するようにプ
ログラムしたコンピュータを組み込んでいる。
【０００９】このアルゴリズムの第１ステップは、画像
処理装置が生成させた１組の画素強度値から１組のヒス
トグラム・データを計算することである。このヒストグ
ラム・データは、その各々が１つの異なる画素強度値ま
たは１つの異なる画素強度値範囲のいずれかを含む部分
集合であるような画素強度値からなる非重複の部分集合
を包含するように規定されている各ビンのそれぞれのビ
ンに属して画素強度値を有する画素の数を表しているカ
ウントである。次のステップでは、最小の画素強度値か
らなる第１の範囲に画素強度値を有するビンにおいてそ
の画素強度値を低下させる。画素強度値のこの低下は、
第１の範囲の各画素強度値と１未満でありかつゼロを超
えている乗算因数（multiplication factor）とを掛け
算することによって実現させる。これによって画像のコ
ントラストが増加する。第３のステップでは、最大の画
素強度値からなる少なくとも第３の範囲を除く第２の画
素強度値範囲内（第１～第３の範囲は互いに重複してい
ない）に画素強度値を有するビンにおいてその画素強度
値を低下させる。第２の範囲におけるこの画素強度値の
低下は、第２の範囲の各画素強度値に対して対数フィル
タ処理することによって実現させる。これにより画像の
コントラストをさらに増加させている。
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【００１０】このアルゴリズムの追加的ステップは、各
画素強度値を増加させるか低下させるかのいずれかによ
って画像の輝度を強調することを目的としている。任意
選択では、ＡＴＯ機能を用いてヒストグラムを伸張（ｓ
ｔｒｅｔｃｈ）することによって画質をさらに改良する
ことができる。
【００１１】本明細書で開示する方法は画像の全体にわ
たる情報を用いて画像の輝度及びコントラストを最適化
している。本方法はヒストグラムの最適領域に合わせて
グレイスケール値を変化させる。本方法では、画質を向
上させる一方でシステム・オペレータの生産性及びスル
ープットを改善させている。
【００１２】本発明の一態様は、音響データを収集する
ためのデータ収集システムと、各画像フレームごとに音
響データを１組の画素強度値に変換するための画像処理
装置と、画像フレームを表示するための表示モニタと、
コンピュータであって（ａ）該画像処理装置によって生
成させた１組の画素強度値からヒストグラム・データを
計算するステップであって、該ヒストグラム・データは
その各々が１つの異なる画素強度値または１つの異なる
画素強度値範囲のいずれかを含む部分集合である画素強
度値からなる非重複の部分集合を包含するように規定さ
れるそれぞれのビンに属して画素強度値を有する画素の
数を表しているカウントを含んでいるような計算ステッ
プと、（ｂ）画素強度値の総カウントの所定の一部分を
含むような範囲である画素強度値が最小の第１の範囲に
画素強度値を有するビンにおいて画素強度値を低下させ
るステップであって、該第１の範囲における画素強度値
の該低下は該第１の範囲内の各画素強度値に１未満であ
りかつゼロを超えているような乗算因数を掛け算するこ
とによって実現しているような低下ステップと、を実行
するようにプログラムされたコンピュータと、を備える
超音波イメージング・システムであって、表示モニタに
よって少なくともステップ（ａ）及び（ｂ）を含むよう
な処理により導出した画素強度値に基づいた画像フレー
ムを表示しているような超音波イメージング・システム
である。
【００１３】本発明の別の態様は、（ａ）１つの画像フ
レームを表す１組の画素強度値からヒストグラム・デー
タを計算するステップであって、該ヒストグラム・デー
タはその各々が１つの異なる画素強度値または１つの異
なる画素強度値範囲のいずれかを含む部分集合である画
素強度値からなる非重複の部分集合を包含するように規
定されるそれぞれのビンに属して画素強度値を有する画
素の数を表しているカウントを含んでいるような計算ス
テップと、（ｂ）画素強度値の総カウントの所定の一部
分を含むような範囲である画素強度値が最小の第１の範
囲に画素強度値を有するビンにおいて画素強度値を低下
させるステップであって、該第１の範囲における画素強
度値の該低下は該第１の範囲内の各画素強度値に１未満
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9
でありかつゼロを超えているような乗算因数を掛け算す
ることによって実現しているような低下ステップと、
（ｃ）少なくともステップ（ａ）及び（ｂ）を含むよう
な処理によって導出した画素強度値に基づいて画像フレ
ームを表示するステップと、を含む超音波画像の品質改
良方法である。
【００１４】本発明のまた別の態様は、音響データを収
集するためのデータ収集システムと、音響データを１つ
の画像に関する第１組の画素強度値に変換するための画
像処理装置と、該画像を表示するための表示モニタと、
コンピュータであって（ａ）第１のアルゴリズムに従っ
て該第１組の画素強度値を処理することによって、第２
組の画素強度値が得られるように、表示させる画像のコ
ントラストを強調するステップと、（ｂ）該第１のアル
ゴリズムと異なる第２のアルゴリズムに従って該第２組
の画素強度値を処理することによって、第３組の画素強
度値が得られるように、表示させる画像の輝度を強調す
るステップと、（ｃ）該第３組の画素強度値にマッピン
グを適用することによって、第４組の画素強度値が得ら
れるように、表示させる画像のコントラストをさらに強
調するステップであって、該マッピングは該第１及び第
２のアルゴリズムと異なる第３のアルゴリズムに従っ
て、該第３組の画素強度値のうち表示させる画像の関心
領域に対応した部分集合を処理することによって導出し
ているような強調ステップと、（ｄ）該第４組の画素強
度値の関数として該表示モニタ上に画像を表示するステ
ップと、を実行するようにプログラムされたコンピュー
タと、を備える超音波イメージング・システムである。
【００１５】本発明のさらに別の態様は、音響データを
収集するためのデータ収集システムと、音響データを１
つの画像に関する第１組の画素強度値に変換するための
画像処理装置と、該画像を表示するための表示モニタ
と、コンピュータであって（ａ）該第１組の画素強度値
にマッピングを適用することによって、第２組の画素強
度値が得られるように、表示させる画像のコントラスト
を強調するステップであって、該マッピングは第１のア
ルゴリズムに従って、該第１組の画素強度値のうち表示
させる画像の関心領域に対応した部分集合を処理するこ
とによって導出しているような強調ステップと、（ｂ）
該第１のアルゴリズムと異なる第２のアルゴリズムに従
って該第２組の画素強度値を処理することによって、第
３組の画素強度値が得られるように、表示させる画像の
コントラストをさらに強調するステップと、（ｃ）該第
１及び第２のアルゴリズムと異なる第３のアルゴリズム
に従って該第３組の画素強度値を処理することによっ
て、第４組の画素強度値が得られるように、表示させる
画像の輝度を強調するステップと、（ｄ）該第４組の画
素強度値の関数として該表示モニタ上に画像を表示する
ステップと、を実行するようにプログラムされたコンピ
ュータと、を備える超音波イメージング・システムであ
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る。
【００１６】本発明の別の態様について以下で開示し特
許請求することにする。
【００１７】
【発明の実施の形態】図１を参照すると、Ｂモード超音
波イメージング・システムは、典型的には、トランスジ
ューサ・アレイ２と、ビーム形成器４と、Ｂモード画像
処理装置６と、ホストコンピュータ８と、表示モニタ１
０と、を備えている。トランスジューサ・アレイ２は、
ビーム形成器４内の送信器によって作動させて１つの送
信集束位置に集束させた超音波ビームを送信している多
数のトランスジューサ素子を備えている。反射ＲＦ信号
はこのトランスジューサ素子によって検出し、さらにビ
ーム形成器４内の受信器によって走査線に沿った相次ぐ
範囲に動的に集束させ、未処理音響データ・サンプルか
らなる受信ベクトルを形成させている。各走査線ごとの
ビーム形成器出力データ（Ｉ／ＱまたはＲＦ）はＢモー
ド画像処理装置６を通過させ、このＢモード画像処理装
置６によって未処理音響データを表示モニタ１０による
表示に適した形式の画素画像データになるように処理し
ている。
【００１８】システム制御はホストコンピュータ８内に
集中させており、ホストコンピュータ８は、オペレータ
・インタフェース（図示せず）を介してオペレータ入力
を受け入れ、収集したデータを解析し、かつオペレータ
入力及びデータ解析結果に基づいて様々なサブシステム
を制御している。ホストコンピュータ８は、（１）ビー
ム形成器４に送信及びビーム形成用のパラメータを提供
する機能と、（２）Ｂモード画像処理装置６にグレイ・
マッピングを提供する機能と、（３）メモリから画像フ
レームを取り出し、この画像フレームを再スケール変換
し、かつ再スケール変換した画像をズームモード表示の
ために表示モニタに送る機能と、（４）データ圧縮曲線
をＢモード画像処理装置６に提供する機能と、を実行す
るようにプログラムすることがある。グレイマップ、ビ
ーム形成用パラメータ及び圧縮曲線は、ランダム・アク
セス・メモリ内に保存したルックアップ・テーブルの形
態で提供することが好ましい。図１には、ホストコンピ
ュータ８への通信及びホストコンピュータ８からの通信
に関して別々の経路を示しているが、これらの通信が１
本の共通チャンネルまたはシステム・バスを介して実施
されることがあることは容易に理解されよう。
【００１９】さらに、このホストコンピュータは、画像
処理装置６から未処理画素強度データからなる相次ぐ画
像フレームを取り出し、次いである関心領域に関する、
または画像フレーム全体に関するそれぞれのヒストグラ
ムを計算するようにプログラムすることがある。典型的
な画素強度ヒストグラムを図２に示す。ヒストグラムを
計算するには、生じうる画素強度値範囲を長さが等しい
一連の非重複のビンに分割するステップと、関心領域ま
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11
たは画像フレーム内の各画素強度値を当該の値を有する
それぞれのビンに割り当てるステップと、当該画像フレ
ームに関して各ビン内にある画素数をカウントするステ
ップと、が必要である。図２は、出現数を画素強度値の
関数として表示したグラフである。ホストコンピュータ
８のバッファメモリ内にヒストグラムを相次いで保存す
ることができる。ホストコンピュータは、現在のヒスト
グラムを直前のヒストグラムと反復して比較するように
プログラムすることができる。あるヒストグラムと次の
ヒストグラムとで大きな変化があり、その後に安定化し
た画素強度ヒストグラムを示す画像フレームが所定の数
だけ続いている場合には、マッピング及び／または圧縮
パラメータを自動的に最適化し直し、この最適化し直し
たパラメータを画像処理装置６に送るようにコンピュー
タをプログラムしておくことができる。次いで、画像処
理装置６は、音響データの後続の画像フレームを処理す
る際にこれらのパラメータを利用する。
【００２０】図３は、Ｂモード超音波イメージング・シ
ステムの一タイプに関する信号経路を表している。ビー
ム形成器４が出力した受信ＲＦデータ（または、Ｉ／Ｑ
の等価対のデータ）は検出器１２によってベクトルごと
に包絡線検出を受ける。次いで、データ圧縮ブロック１
４（ホストコンピュータ８によってランダム・アクセス
・メモリにロードされるルックアップ・テーブルを含む
ことが好ましい）において検出データを圧縮し、画素値
表示のためのダイナミックレンジを小さくしている（典
型的には、８ビット）。音響線メモリ（ＡＬＭ）１６
は、アレイ全体を１回掃引するごとに、１枚の２次元画
像を形成するために圧縮した音響データのベクトルを蓄
積している。走査変換装置１８はＲ－ΘまたはＸ－Ｙの
音響データ形式をＸ－Ｙ画素形式またはビデオ・データ
形式に変換し、これにより未処理画素強度データを形成
させている。次いでこの未処理画素強度データをグレイ
マップ２０によってグレイスケール値にマッピングさ
せ、モニタ１０上に表示させている。このグレイ・マッ
ピングは、ホストコンピュータによってランダム・アク
セス・メモリにロードしたルックアップ・テーブルを含
むことが好ましい。
【００２１】本発明の実施一形態では、そのグレイスケ
ール画素強度値をホストコンピュータによって自動的に
フィルタ処理して輝度及びコントラストを改良してい
る。図４及び図５は、実施の一形態に従った本方法の各
ステップの流れ図を表している。第１のステップ２２
（図４に示す）では、システム・コンピュータは、走査
変換装置（図３に示す）内のＸ－Ｙ表示メモリから直接
であるか、またはシネ・メモリ（図３では図示せず）を
介するかのいずれかによって新たな画像フレームを１つ
読み出す。第２のステップ２４では、各画素値ビン内に
入る画素数をカウントすることによって、入力された画
像フレームに関する画像画素強度ヒストグラムを計算す
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る。８ビットの画素表示では、画素値の最小値はゼロで
あり、また画素値の最大値は２５５である。統計的変動
を減少させるため、その画素強度ヒストグラムの画素ビ
ンのサイズが１より大きくなるように（例えば、５に）
設定することができる。この新たな画像フレームに関す
る画素強度ヒストグラムはホストコンピュータのバッフ
ァメモリ内に保存する。このバッファメモリ内には既に
直前の画像フレームに関する画素強度ヒストグラムが保
存されている。
【００２２】本処理の次のステップ（図４のステップ２
６）は、どの位置が、全画像グレイスケール値の９０％
（すなわち、ヒストグラムの下側総面積の９０％）を包
含しているヒストグラム領域の境界を示しているか（す
なわち、グレイスケール値Ｐ

0
（図６に示す））を決定

することである。９０％以外のレベルを使用することも
可能である。この値Ｐ

0
がヒストグラムの中央値より大

きい場合には（ステップ２８）、そのヒストグラムは
「ｈｉｇｈ」であると指定する（ステップ３０）と共に
符号「－１」を割り当てる、また大きくない場合には、
そのヒストグラムは「ｌｏｗ」であると指定する（ステ
ップ３２）と共に符号「＋１」を割り当てる。ヒストグ
ラムの中央値は、そのヒストグラム内の最大グレイスケ
ール値と最小グレイスケール値との平均値に等しい。こ
のステップによってそのヒストグラムの歪度が決定され
る。この「歪度（ｓｋｅｗｎｅｓｓ）」という語は、統
計に関する当業者であれば通常の感覚で使用しているも
のである。すなわち、Ａｃａｄｅｍｉｃ  Ｐｒｅｓｓ  
Ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ  ｏｆ  Ｓｃｉｅｎｃｅ  ａｎｄ
  Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（１９９２）には「測定値中心
の周りの分布に関する対称性の欠如、例えば、右側歪度
状態は左側テール部と比べて右側テール部がより緩やか
な低下を示すことに対応する」と定義している。
【００２３】本処理の次の段階はコントラスト強調であ
る。先ず、ホストコンピュータは、その画像フレームの
ヒストグラムを、その各々が画像グレイスケール値のそ
れぞれ１／３を包含するようにして３つの領域に分割す
る。１つの領域は最小の値からなる範囲を包含してお
り、別の領域は最大の値からなる範囲を包含しており、
さらに中間の領域は最大値の範囲と最小値の範囲の間に
位置する中間的な値からなる範囲を包含している。次い
で、最小値を包含している領域内のグレイスケール値を
１０分の１に低下させる、すなわち、１／１０を乗じる
（図４のステップ３４）が、上側の各値は変更しない。
例えば、最小値領域の境界がグレイスケール値Ｐ

1
の位

置にあれば、コントラスト強調の第１ステップによっ
て、図７に示すようにＰ

1
／１０からＰ

1
までの領域では

そのヒストグラムを基本的にゼロにする。このステップ
によって画像のコントラストが増加する。
【００２４】次のコントラスト強調ステップ（図４のス
テップ３４）は、このヒストグラムから、どの位置が、
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全画像グレイスケール値の６８％（すなわち、ヒストグ
ラムの下側総面積の６８％）を包含しているヒストグラ
ム領域の境界を示しているか（すなわち、グレイスケー
ル値Ｊ

0
（図７に示す））を決定することである。６８

％以外のレベルを使用することも可能である。ホストコ
ンピュータは、値Ｊ

0
を除算因数（ｄｉｖｉｓｉｏｎ  *

14
*ｆａｃｔｏｒ）として使用してその画像グレイスケール
値を対数フィルタに通す（図５のステップ３８）ように
プログラムしている。ホストコンピュータで実行させる
対数フィルタ処理ルーチンの一実施形態は以下のような
疑似コードの形態をとる。
【００２５】

Ｉｎｔ  ｉｍａｇｅ；／／画像を意味する
Ｉｎｔ  ｉｍａｇｅ＿ｗｉｄｔｈ；／／画像の幅
Ｉｎｔ  ｉｍａｇｅ＿ｈｅｉｇｈｔ；／／画像の高さ
ｆｏｒ（ｙ＝０；ｙ＜ｉｍａｇｅ＿ｈｅｉｇｈｔ；ｙ＋＋）｛
  ｆｏｒ（ｘ＝０；ｘ＜ｉｍａｇｅ＿ｗｉｄｔｈ；ｘ＋＋）｛
    ｉｍａｇｅ［ｙ］［ｘ］＝ｉｍａｇｅ［ｙ］［ｘ］＊ｌｏｇ１０（（１０
＊
ｉｍａｇｅ［ｙ］［ｘ］％２５６）／Ｊ

0
）【００２６】ここで、記号％はモジュラス演算子（ｍｏ

ｄｕｌｕｓ  ｏｐｅｒａｔｏｒ）を表している。この対
数フィルタは大きい方のグレイスケール値と比べて小さ
い方のグレイスケール値がより多く抑制されるように設
計している。これによってコントラストがさらに増加す
るが、大きい方のグレイスケール値は実質的に同じまま
である。
【００２７】ホストコンピュータは、コントラストを強
調した後で輝度を強調させるようにさらにプログラムす
ることがある。引き続き図５を参照すると、輝度強調の
第１ステップは選択したしきい値ｔ

0
を超える画素カウ

ントを有するような最初のグレイスケール値Ｐ
2
を決定

すること（ステップ４０）である。図８は、グレイスケ*

*ール値Ｐ
2
及び画素カウントしきい値ｔ

0
を用いたコント

ラスト強調後のヒストグラムを表している。図６に示す
領域に対して直前において「ｈｉｇｈ」状態が割り当て
られていた場合（ステップ４２）には、ホストコンピュ
ータはＰ

2
の符号を変更し（ステップ４４）、すべての

グレイスケール画素強度値から値Ｐ
2
を引き算すること

によってその輝度を低下させる（ステップ４６）ことに
なる。これ以外の場合は、ホストコンピュータはすべて
のグレイスケール画素強度値に値Ｐ

2
を加算することに

よって輝度を増加させる（ステップ４６）ことになる。
ホストコンピュータで実行させる輝度強調ルーチンの一
実施形態は以下のような疑似コードの形態をとる。
【００２８】

  Ｉｆ（ヒストグラムの下側面積の９０％がグレイ値１２８を超える場合）
    ｓｉｇｎ＝－１  ｅｌｓｅ  ｓｉｇｎ＝＋１
    画像内で出現数がｔ

0
回を超える最初のグレイスケール値を求める

    ｆｏｒ（ｉｎｔ  ｙ＝０；ｙ＜ｉｍａｇｅ＿ｈｅｉｇｈｔ；ｙ＋＋）｛
      ｆｏｒ（ｉｎｔ  ｘ＝０；ｘ＜ｉｍａｇｅ＿ｗｉｄｔｈ；ｘ＋＋）｛
        ｉｍａｇｅ［ｙ］［ｘ］＝ｉｍａｇｅ［ｙ］［ｘ］＋ｓｉｇｎ＊Ｐ

2

【００２９】出力画像（図５のステップ５０）の画質を
さらに改良するには、上述の強調により得られたヒスト
グラムを自動組織最適化（ａｕｔｏｍａｔｉｃ  ｔｉｓ
ｓｕｅ  ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ：ＡＴＯ）機能を用
いて伸張させることができる（ステップ４８）。図９は
典型的なグレイマップ（破線で示す）をその上に重ね合
わせて示した未処理データ・ヒストグラム（ギザギザの
実線で示す）を表したものである。この典型的なグレイ
マップは入力値に等しいグレイスケール値を出力する。
図９に示す未処理データ及びグレイマップが与えられた
場合、２５６（０～２５５）個のうち概ね１７１（２０
～１９０）個のグレイスケール値が使用される。この例
では、グレイスケール値の６７％が使用される。ＡＴＯ
機能は、こうした状況においてより最適度のよいグレイ
・マッピングを提供するように設計している。
【００３０】コントラスト／輝度強調フィルタは、シス
テム・オペレータが超音波イメージング・システムのオ
ペレータ・コンソール上にある専用ボタンを押すことに

よって起動させることができる。別法として、そのホス
トコンピュータは、所定の状態の検出に応答して各画像
フレームを自動的にフィルタ処理するようにプログラム
することがある。
【００３１】本発明の別の実施形態では、そのホストコ
ンピュータは、画像フレームにコントラスト及び輝度強
調を行う前にＡＴＯ機能を実行するようにプログラムさ
れている。ＡＴＯが有効である場合、画像フレームのあ
る関心領域全体にわたって作成した画素強度ヒストグラ
ムのある種の特性に基づいてそのグレイ・マッピングが
最適化し直される。次いで、この画素強度データに対し
て、最適化し直したマッピングによって確立させた対応
するグレイスケール値になるように各値を変換すること
によってコントラスト調整を実施する。適応グレイマッ
プ入力範囲の外側にある画素強度値は最小（０）または
最大（２５５）のグレイスケール値にマッピングさせ
る。その結果、最大関心対象の画素強度データのコント
ラストが増加する。
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【００３２】上述の処理を達成するために、ホストコン
ピュータ８は、画像フレームのうち関心領域内のみの画
素強度データに基づいて新たな画素強度ヒストグラムを
作成する。次いでコンピュータは、各方向からのサーチ
によってヒストグラムの各端点を判定する。両端点の間
にある未処理画素強度値の範囲がマップ入力範囲であ
る。次いでコンピュータは、このマップ入力範囲に当て
はまるようにグレイ・マッピングを生成させる。例え
ば、グレイスケール値範囲の端点０及び２５５を、図１
０に示すようにマップ入力範囲の各端点と相関させる。
別法として、多数のグレイマップをメモリ内に保存して
おき、保存したマップのうちからコンピュータによって
そのグレイスケール・マッピングの実行に最も適したマ
ップを選択させることができる。次いで、得られたグレ
イスケール画素強度値を上述した方式でフィルタ処理す
る。
【００３３】ホストコンピュータによるコントラスト及
び輝度の強調に関連させて実施形態を記載してきたが、
当業者であれば、別法として強調画像フレームを専用ハ
ードウェアによって作成することも可能であることを理
解するであろう。
【００３４】本発明に関して好ましい実施形態を参照し
ながら記載してきたが、本発明の趣旨を逸脱することな
く様々な変更が可能であると共に、本発明の構成要素の
等価物による代用が可能であることは当業者であれば理
解するであろう。さらに、多くの修正形態により、本発
明の本質的趣旨を逸脱することなく具体的な状況を本発
明の教示に適応させることができる。例えば、ホストコ
ンピュータが十分に高速であれば、コントラスト及び輝
度の強調の後でＡＴＯ機能を実行することも可能であ
る。したがって、本発明を実行させるように企図して最
適モードとして開示した特定の実施形態に本発明を限定
しようという意図ではなく、本発明は添付の特許請求の
範囲の趣旨内に入るすべての実施形態を包含させようと
いう意図である。
【００３５】本特許請求の範囲内で使用する場合、「コ
ンピュータ（ｃｏｍｐｕｔｅｒ）」という語は、プログ
ラムに従って計算を実行することができるプログラム可
能な任意のデータ処理デバイス、あるいはプログラム可
能なデータ処理デバイスを相互に連絡させたシステムの
ことを意味している。詳細には、「コンピュータ」とい
う語は、専用プロセッサや汎用コンピュータを含むが、
これらに限定するものではない。
【図面の簡単な説明】

16
【図１】典型的なＢモード超音波イメージング・システ
ムを概括的に表したブロック図である。
【図２】画素強度値を横軸に沿ってプロットし、各ビン
内の出現数を縦軸に沿ってプロットした画素強度ヒスト
グラムを表したグラフである。
【図３】典型的なＢモード超音波イメージング・システ
ムを表したブロック図である。
【図４】本発明の実施の一形態に従ってコントラスト及
び輝度を強調させるためのアルゴリズムを表した流れ図
である。
【図５】本発明の実施の一形態に従ってコントラスト及
び輝度を強調させるためのアルゴリズムを表した流れ図
である。
【図６】全画像グレイスケール値の９０％を包含するヒ
ストグラム領域の境界を表している位置Ｐ

0
に画素強度

ヒストグラムと重ねてマーカーを示しているグラフであ
る（このヒストグラムはコントラスト強調前の状態を示
す）。
【図７】全画像グレイスケール値の６８％を包含するヒ
ストグラム領域の境界を表している位置Ｊ

0
に画素強度

ヒストグラムと重ねてマーカーを示しているグラフであ
る（このヒストグラムはコントラスト強調の第１ステッ
プ以降でコントラスト強調の第２ステップ以前の状態を
示す）。
【図８】選択したしきい値Ｔを超える最初の画像グレイ
スケール値を表している位置Ｐ

2
に画素強度ヒストグラ

ムと重ねてマーカーを示しているグラフである（このヒ
ストグラムはコントラスト強調後の状態を示す）。
【図９】図２の画素強度ヒストグラムに重ね合わせて典
型的なグレイ・マッピングを表したグラフである。
【図１０】図２の画素強度ヒストグラムに重ね合わせて
適応生成式のグレイ・マッピングを表したグラフであ
る。
【符号の説明】
２  トランスジューサ・アレイ
４  ビーム形成器
６  Ｂモード画像処理装置
８  ホストコンピュータ
１０  表示モニタ
１２  検出器
１４  データ圧縮ブロック
１６  音響線メモリ（ＡＬＭ）
１８  走査変換装置
２０  グレイマップ
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